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一般職業紹介状況（２５年６月内容）について

  （石巻公共職業安定所）
  〒986-0832　石巻市泉町4丁目1-18

月　報

平成25年8月号

 ハローワーク石巻

ｃ 

○ 求職のようす 
  新規求職者数は８８５人で、前年同月比で▲７．９％（７６人）、前月比で▲１５．６％（１６３人）といずれも減少した。 
  有効求職者数は３，７０６人で、前年同月比で▲３９．７％（２，４４３人）、前月比で▲４．２％（１６３人）といずれも減少した。 
  これを年齢階層別割合でみると、４４歳以下は６０．３％、４５歳以上５４歳は１７．２％、５５歳以上は２２．６％となっている。 

○ 求人のようす 
  新規求人数は１，９５６人で、前年同月比で▲１４．０％（３１８人）、前月比で▲８．９％（１９１人）といずれも減少した。 
   産業別でみると、生活関連サービス業・娯楽業が８０人で、前年同月比４８．１％（２６人）、サービス業が２４２人で、 
  同１００．０％（１２１人）とそれぞれ大幅な増加となった。 
   一方、製造業は２５８人で、同▲３２．６％（１２５人）、このうち水産加工業は１７９人で、▲１９．４％（４３人）、運輸業・ 
  郵便業は１００人で、同▲３２．０％（４７人）、卸売業・小売業は２９６人で、同▲２２．９％（８８人）、医療・福祉は２９９人で、 
  同▲２６．７％（１０９人）とそれぞれ大幅な減少となった。 
   月間有効求人数は５，４３２人で、前年同月比で、０．９％（５０人）増加したが、前月比では▲６．９％（４０２人）減少した。 

○ 有効求人倍率 
  有効求人倍率は１．４７倍となり、前年同月比で０．５９ポイント増加し、前月比では０．０４ポイント減少した。 

H24.6 H24.7 H24.8 H24.9 H24.10 H24.11 H24.12 H25.1 H25.2 H25.3 H25.4 H25.5 H25.6
有効求人数 5,382 5,292 5,313 5,379 5,715 5,833 5,498 5,411 5,765 6,036 5,874 5,834 5,432
有効求職者数 6,149 5,520 5,092 4,736 4,419 3,904 3,187 3,217 3,382 3,613 3,928 3,869 3,706
求人倍率 0.88 0.96 1.04 1.14 1.29 1.49 1.73 1.68 1.70 1.67 1.50 1.51 1.47
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計 男 女 前月比 前年同月比

1,956 ＊ ＊ ▲ 8.9 ▲ 14.0

5,432 ＊ ＊ ▲ 6.9 0.9

885 432 453 ▲ 15.6 ▲ 7.9

うち　保 171 69 102 ▲ 20.8 ▲ 17.8

3,706 1,725 1,975 ▲ 4.2 ▲ 39.7

うち　保 1,300 539 759 ▲ 3.8 ▲ 62.8

新　　規 2.21 ＊ ＊ 0.16Ｐ ▲　0.16Ｐ

有　　効 1.47 ＊ ＊ ▲　0.04Ｐ 0.59P

1,522 779 743 ▲ 14.8 ▲ 9.0

うち　保 251 117 134 ▲ 30.1 ▲ 33.4

520 243 277 ▲ 13.2 ▲ 16.8

うち　保 96 48 48 ▲ 16.5 ▲ 32.9

58.8 56.3 61.1 　1.6Ｐ ▲ 6.2Ｐ

※　平成16年11月から求職申込書における「性別」欄の記載が任意となったことに伴い、男女別の
　　合計は必ずしも一致しない。

求 人 倍 率

項　　　　　目

紹 介 件 数

就 職 件 数

新 規 就 職 率

月 間 有 効 求 職 者 数

有効求人倍率の推移（パート含む）

一般職業紹介状況（パート含む）

新 規 求 人 数

月 間 有 効 求 人 数

新 規 求 職 者 数

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

H23年度 0.28 0.29 0.37 0.45 0.54 0.59 0.61 0.66 0.65 0.70 0.77 0.78

H24年度 0.77 0.76 0.88 0.96 1.04 1.14 1.29 1.49 1.73 1.68 1.70 1.67

H25年度 1.50 1.51 1.47
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計 身体障害者 知的障害者等 前月比 前年同月比

14 6 8 ▲ 22.2 ▲ 6.7

8 4 4 ▲ 27.3 14.3

7 4 3 0.0 ▲ 12.5

295 136 159 2.4 12.6

※　金額の単位は千円

計 男 女 前月比 前年同月比

29 ＊ ＊ ▲ 34.1 ▲ 6.5

4 ＊ ＊ ▲ 69.2 ▲ 50.0

3,850 ＊ ＊ 0.7 5.4

859 457 402 ▲ 23.2 ▲ 24.3

595 347 248 ▲ 21.4 ▲ 2.3

336 ＊ ＊ ▲ 22.6 ▲ 6.1

41,745 24,884 16,861 0.7 8.4

183 66 117 ▲ 24.7 ▲ 11.6

754 321 433 ▲ 6.5 ▲ 6.7

81,869 41,193 40,676 ▲ 12.7 ▲ 4.9

84 34 50 ▲ 14.3 ▲ 91.5

10,894 4,346 6,549 ▲ 10.4 ▲ 87.1

0 0 0 0 ▲ 100.0

0 0 0 0 ▲ 100.0

※　各金額は千円未満を四捨五入しているため、計で若干の誤差を生じる場合がある。
※　広域延長給付は２３年１０月から運用され、平成２４年９月３０日に終了している。

被
保
険
者
関
係

一 般 給 付 金 額

個 別 延 長 給 付 金 額

月 末 現 在 事 業 所 数

新 規 適 用 事 業 所 数

資 格 取 得 者 数

資 格 喪 失 者 数

離 職 票 交 付 件 数

月 末 現 在 被 保 険 者 数

受 給 資 格 決 定 数

項目

新 規 登 録 者 数

事
業
所
関
係

廃 止 事 業 所 数

障害者職業紹介状況

雇用保険取扱状況

項目

新 規 求 職 者 数

就 職 件 数

月 末 現 在 有 効 求 職 者 数

広 域 延 長 給 付 金 額

給
付
金
関
係

一 般 給 付 受 給 者 数

個別延長給付受給者数

広域延長給付受給者数

 障がい者就職面接会のお知らせ 

 日 時  平成２５年９月２０日（金） １３時３０分～１５時３０分 

 場 所  石巻グランドホテル  石巻市千石町２－１０ 

 ご参加事業所募集中ですので、問い合わせはハローワーク石巻 専門援助部門（０２２５－９５－０１５８） 



「若年者・非正規雇用労働者」の 

採用や人材育成および企業内のキャリアアップ 
に取り組む事業主の皆さまを様々な施策で支援します 

（事業主の方へ） 

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク                                 LL250307派企01 

厚生労働省では、若年者・非正規雇用労働者の雇用支援策として、以下の３つの
事業を新たに実施しています（一部の事業は平成25年度から実施予定）。 
事業主の皆さまがこれらの取組みを実施することにより、労働者の士気・能力の
向上等を通じた企業の生産性の向上、優秀な人材の確保・定着が期待できます。 
皆さまの取組みへの支援策の主な内容は以下のとおりです。 

各施策を活用する上で必要な要件については、施策ごとのリーフレット
またはお近くの都道府県労働局・ハローワークへお問い合わせください。 

施策名 対象 取組内容 支援 

若者応援企業 
宣言事業 
（※１） 

若者の採用・
育成に積極的
であり、詳細な
企業情報・採
用情報を公開
する中小・中堅
企業 

ハローワークに学卒求人・一般求
人を提出し、「宣言基準」を満たし
た企業を「若者応援企業」として、
提出された求人を「若者応援企業
求人」として公開 

・重点的に若者との 
マッチング 
・労働局のホームペー
ジに「若者応援企業」と
して企業名等を掲載し、
ＰＲ 

若者チャレンジ 
奨励金 
（若年者人材育成・
定着支援奨励金） 
（※２） 

35歳未満の 
非正規雇用の
若者を雇い入
れる事業主 

自社内の正社員として雇用するこ
とを前提に、自社内での実習
（OJT）と座学（OFF-JT）を組み合わ
せた訓練を実施 

助成金の支給 

キャリアアップ 
助成金 
（※３） 

有期契約労働
者、短時間労
働者および派
遣労働者等の
非正規雇用の
労働者をキャ
リアアップを行
う事業主 

企業内のキャリアアップに 
向けた取組を実施 
・正規雇用・無期雇用転換 
・人材育成 
・処遇改善 
・健康管理 
・短時間正社員 
・短時間労働者の労働時間拡大 

助成金の支給 

※１ 「若者応援企業」の名称の使用期間は求人の提出日から原則、その事業年度末までとな
りますのでご留意ください。 

※２ 若者チャレンジ奨励金は、平成25年度末までの時限措置であり、予算額の範囲内での
支給となりますので、予算額に達した場合は、中止となります。ご留意ください。 

※３ キャリアアップ助成金の活用に当たっては、事業所ごとに「キャリアアップ管理者」の
配置および「キャリアアップ計画」の作成が必要になりますのでご留意ください。 
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